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東
京
都
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
四
十
二
号

東
京
都
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
東
京
都
規
則
第
百
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
三　

一
の
項
中
「
二
十
七
円
」
を
「
二
十
六
円
」
に
、
「
八
十
八
円
」
を
「
八
十
九
円
」
に

改
め
、
同
表
二
の
項
中
「
一
万
七
千
八
百
円
」
を
「
一
万
七
千
百
円
」
に
、
「
七
千
四
百
円
」
を
「
七

千
円
」
に
改
め
る
。

別
表
第
四
中
「
百
五
円
」
を
「
百
八
円
」
に
、
「
七
十
五
円
」
を
「
七
十
七
円
」
に
、
「
十

八
円
」
を
「
十
九
円
」
に
、
「
四
十
七
円
」
を
「
四
十
八
円
」
に
、
「
九
十
四
円
」
を
「
九
十
七
円
」

に
、
「
三
十
七
円
」
を
「
三
十
八
円
」
に
、
「
七
百
五
十
二
円
」
を
「
七
百
七
十
六
円
」
に
、
「
十
一

円
」
を
「
十
二
円
」
に
、
「
千
百
七
十
五
円
」
を
「
千
二
百
十
二
円
」
に
改
め
る
。

別
表
第
五　

一
の
部
㈡
の
項
中
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「
キ
ャ
ン
プ
場

デ
ッ
キ
テ
ン

ト
サ
イ
ト

一
般

一
人
一
泊

三
百
円

小
学
生
及
び

中
学
生

百
五
十
円

フ
リ
ー
テ
ン

ト
サ
イ
ト

一
般

二
百
円

小
学
生
及
び

中
学
生

百
円

」
を

「
キ
ャ
ン
プ
場

デ
ッ
キ
テ
ン

ト
サ
イ
ト

一
般

一
人
一
泊

千
円

小
学
生
及
び

中
学
生

五
百
円

フ
リ
ー
テ
ン

ト
サ
イ
ト

一
般

八
百
円

小
学
生
及
び

中
学
生

四
百
円

バ
ン
ガ
ロ
ー

一
室
一
泊

一
万
二
千

円

」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

心
身
障
害
者
の
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
四
十
三
号

心
身
障
害
者
の
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

心
身
障
害
者
の
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
東
京
都
規
則
第
百
十
三

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
の
二
第
三
項
中
「
受
給
者
証
」
の
下
に
「
又
は
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
番
号
法
第
二
条
第
七
項

に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
い
う
。
）
」
を
加
え
る
。

附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
四
十
四
号

東
京
都
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

東
京
都
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
四
年
東
京

都
規
則
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
一
号
中
「
第
十
三
条
第
三
項
第
二
号
」
を
「
第
十
三
条
第
三
項
第
三
号
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
第
二
号
中
「
栄
養
士
」
の
下
に
「
又
は
管
理
栄
養
士
」
を
加
え
る
。

第
二
十
六
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２　

条
例
第
七
十
四
条
第
五
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
認
証
保
育
所
（
法
第
三
十
五
条

第
四
項
に
よ
る
認
可
を
受
け
て
い
な
い
保
育
施
設
の
う
ち
、
東
京
都
が
認
証
し
た
も
の
を
い
う
。
）

と
す
る
。

附
則
第
九
項
中
「
第
二
十
六
条
第
一
号
」
を
「
第
二
十
六
条
第
一
項
」
に
、
「
同
号
」
を
「
同
項
」

に
改
め
、
附
則
第
十
項
を
削
り
、
附
則
第
十
一
項
を
附
則
第
十
項
と
し
、
附
則
第
十
二
項
を
附
則
第
十

一
項
と
し
、
附
則
第
十
三
項
中
「
第
十
一
項
」
を
「
第
十
項
」
に
改
め
、
同
項
を
附
則
第
十
二
項
と
し
、

附
則
第
十
四
項
を
附
則
第
十
三
項
と
す
る
。

附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
一
時
保
護
所
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
四
十
五
号
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東
京
都
一
時
保
護
所
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条　

こ
の
規
則
は
、
東
京
都
一
時
保
護
所
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
（
令
和
七
年

東
京
都
条
例
第
五
十
六
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る

も
の
と
す
る
。

（
用
語
）

第
二
条　

こ
の
規
則
で
使
用
す
る
用
語
は
、
条
例
で
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
非
常
災
害
対
策
）

第
三
条　

条
例
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
避
難
訓
練
及
び
消
火
訓
練
は
、
少
な
く
と
も
毎
月
一
回
実

施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
設
備
の
基
準
）

第
四
条　

条
例
第
十
六
条
第
七
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一　

児
童
の
居
室
の
一
室
の
定
員
は
四
人
以
下
と
し
、
そ
の
面
積
は
一
人
に
つ
き
四
・
九
五
平
方
メ

ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
乳
児
又
は
幼
児
の
み
の
居
室
の
一
室
の
定
員
は
六
人
以
下

と
し
、
そ
の
面
積
は
一
人
に
つ
き
三
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

二　

少
年
の
居
室
の
一
室
の
定
員
は
一
人
と
す
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
面
積
は
八
平
方
メ

ー
ト
ル
以
上
と
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

三　

少
年
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
福
祉
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
複
数
の
児
童
で
同
一
の
居
室

を
利
用
で
き
る
よ
う
、
複
数
の
児
童
で
の
利
用
が
可
能
な
居
室
を
設
け
る
こ
と
。

四　

入
所
児
童
の
年
齢
等
に
応
じ
、
居
室
を
男
子
と
女
子
と
に
区
別
し
て
設
け
る
こ
と
。

五　

学
習
等
を
行
う
室
及
び
屋
内
運
動
場
又
は
屋
外
運
動
場
は
、
児
童
の
人
数
に
応
じ
た
必
要
な
面

積
を
有
す
る
こ
と
。

六　

浴
室
及
び
便
所
は
、
男
子
用
と
女
子
用
と
に
区
別
し
て
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
少
数
の
児
童

を
対
象
と
し
て
設
け
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
職
員
）

第
五
条　

条
例
第
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一　

児
童
指
導
員
及
び
保
育
士
の
総
数
は
、
幼
児
四
人
に
つ
き
三
人
以
上
、
少
年
二
人
に
つ
き
一
人

以
上
と
す
る
。

二　

心
理
療
法
担
当
職
員
の
員
数
は
、
児
童
お
お
む
ね
十
人
に
つ
き
一
人
以
上
と
す
る
。

２　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
に
個
別
的
な
支
援
を
要
す
る
児
童
に
対
応
す
る
た
め
、
必
要
な

員
数
を
確
保
す
る
よ
う
常
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
女
性
自
立
支
援
施
設
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
四
十
六
号

東
京
都
女
性
自
立
支
援
施
設
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
女
性
自
立
支
援
施
設
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
令
和
六
年
東
京

都
規
則
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
三
号
中
「
栄
養
士
」
の
下
に
「
若
し
く
は
管
理
栄
養
士
」
を
加
え
る
。

附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
四
十
七
号

東
京
都
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条

例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

（
平
成
二
十
四
年
東
京
都
規
則
第
百
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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第
三
十
一
条
第
一
項
、
第
四
十
四
条
第
一
項
並
び
に
第
四
十
八
条
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
中

「
栄
養
士
」
の
下
に
「
又
は
管
理
栄
養
士
」
を
加
え
る
。

附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予
防
サ
ー

ビ
ス
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
四
十
八
号

東
京
都
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
の
基
準
に
関

す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予
防
サ
ー

ビ
ス
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成

二
十
四
年
東
京
都
規
則
第
百
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
（
第
十
四
条
）
」
を
「
（
第
十
四
条
・
第
十
四
条
の
二
）
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
第
一
項
、
第
四
十
条
第
一
項
並
び
に
第
四
十
四
条
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
中

「
栄
養
士
」
の
下
に
「
又
は
管
理
栄
養
士
」
を
加
え
る
。

附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
四
十
九
号

東
京
都
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
四
年
東

京
都
規
則
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
第
六
号
中
「
栄
養
士
」
の
下
に
「
又
は
管
理
栄
養
士
」
を
加
え
、
同
条
第
十
一
項
中

「
栄
養
士
又
は
」
を
「
栄
養
士
若
し
く
は
管
理
栄
養
士
又
は
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
栄
養
士
」

の
下
に
「
又
は
管
理
栄
養
士
」
を
加
え
る
。

附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
五
十
号

東
京
都
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
四

年
東
京
都
規
則
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
第
五
号
中
「
栄
養
士
」
の
下
に
「
又
は
管
理
栄
養
士
」
を
加
え
、
同
条
第
七
項
中

「
栄
養
士
」
の
下
に
「
若
し
く
は
管
理
栄
養
士
」
を
加
え
る
。

第
十
一
条
第
一
項
第
五
号
中
「
栄
養
士
」
の
下
に
「
又
は
管
理
栄
養
士
」
を
加
え
、
同
条
第
八
項
中

「
、
栄
養
士
」
を
「
、
栄
養
士
若
し
く
は
管
理
栄
養
士
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
又
は
作
業
療
法

士
」
を
「
若
し
く
は
作
業
療
法
士
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
栄
養
士
」
の
下
に
「
若
し
く
は
管
理

栄
養
士
」
を
加
え
、
同
項
第
四
号
中
「
栄
養
士
」
の
下
に
「
又
は
管
理
栄
養
士
」
を
加
え
、
同
条
第
十

一
項
中
「
栄
養
士
」
の
下
に
「
若
し
く
は
管
理
栄
養
士
」
を
加
え
る
。

附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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東
京
都
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
五
十
一
号

東
京
都
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
四
年
東

京
都
規
則
第
百
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
九
項
、
第
十
一
条
第
一
項
第
四
号
並
び
に
附
則
第
二
条
第
一
項
第
五

号
及
び
第
八
項
中
「
栄
養
士
」
の
下
に
「
又
は
管
理
栄
養
士
」
を
加
え
る
。

附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
指
定
障
害
児
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
五
十
二
号

東
京
都
指
定
障
害
児
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る

条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
指
定
障
害
児
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規

則
（
平
成
二
十
四
年
東
京
都
規
則
第
百
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
七
項
中
「
保
育
所
若
し
く
は
」
を
「
保
育
所
、
」
に
改
め
、
「
同
じ
。
）
」
の
下
に
「
若

し
く
は
認
証
保
育
所
（
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
三
十
五
条
第
四
項
に

よ
る
認
可
を
受
け
て
い
な
い
保
育
施
設
の
う
ち
、
東
京
都
が
認
証
し
た
も
の
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
」
を
加
え
る
。

第
四
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
三
項
た
だ
し
書
中
「
栄
養
士
」
の
下
に
「
又
は
管
理
栄
養
士
」
を
加

え
、
同
条
第
六
項
中
「
保
育
所
若
し
く
は
」
を
「
保
育
所
、
」
に
、
「
に
入
所
し
」
を
「
若
し
く
は
認

証
保
育
所
に
入
所
し
」
に
改
め
る
。

第
五
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２　

条
例
第
十
条
第
四
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
認
証
保
育
所
と
す
る
。

附
則
第
二
項
中
「
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
」
を
削
る
。

附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
指
定
障
害
児
入
所
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
五
十
三
号

東
京
都
指
定
障
害
児
入
所
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
指
定
障
害
児
入
所
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成

二
十
四
年
東
京
都
規
則
第
百
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
二
項
た
だ
し
書
中
「
栄
養
士
」
の
下
に
「
又
は
管
理
栄
養
士
」
を
加

え
る
。

附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
児
童
福
祉
施
設
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
五
十
四
号

東
京
都
児
童
福
祉
施
設
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
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東
京
都
児
童
福
祉
施
設
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
東
京
都
規
則
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
東
京
都
千
葉
福
祉
園
の
項
を
削
る
。

別
表
第
二
東
京
都
千
葉
福
祉
園
の
項
を
削
る
。

附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
立
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
五
十
五
号

東
京
都
立
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
立
公
園
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
東
京
都
規
則
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
表
第
二　

一
の
項
中
「
一
万
二
千
五
百
六
十
八
円
」
を
「
一
万
四
千
二
百
九
十
円
」
に
、
「
二
千

五
百
四
十
三
円
」
を
「
三
千
六
百
十
六
円
」
に
、
「
三
千
九
十
六
円
」
を
「
四
千
五
十
六
円
」
に
、

「
三
千
四
百
十
二
円
」
を
「
五
千
六
十
二
円
」
に
、
「
二
千
七
百
二
十
六
円
」
を
「
三
千
五
百
十
三

円
」
に
、
「
千
二
百
六
十
五
円
」
を
「
千
六
百
十
二
円
」
に
、
「
二
千
九
百
八
十
四
円
」
を
「
三
千
七

百
八
十
四
円
」
に
、
「
千
七
百
二
十
八
円
」
を
「
二
千
二
百
七
十
八
円
」
に
、
「
千
八
百
七
十
円
」
を

「
二
千
三
百
八
十
一
円
」
に
、
「
二
千
十
四
円
」
を
「
二
千
五
百
八
十
八
円
」
に
、
「
千
二
百
五
十
九

円
」
を
「
千
六
百
六
十
六
円
」
に
、
「
八
百
三
十
円
」
を
「
千
十
八
円
」
に
、
「
五
百
七
十
四
円
」
を

「
七
百
六
円
」
に
、
「
四
百
九
十
一
円
」
を
「
六
百
十
円
」
に
、
「
七
百
四
十
八
円
」
を
「
九
百
六
十

八
円
」
に
、
「
八
百
七
十
二
円
」
を
「
千
百
十
三
円
」
に
、
「
五
百
九
十
三
円
」
を
「
七
百
六
十
四

円
」
に
、
「
六
百
七
十
八
円
」
を
「
八
百
十
三
円
」
に
、
「
七
百
七
十
八
円
」
を
「
九
百
九
十
九
円
」

に
、
「
六
百
六
十
一
円
」
を
「
七
百
八
十
六
円
」
に
、
「

千
九
十
六
円
」
を
「
千
五
百
二
十

四
円
」
に
、
「
千
七
百
三
十
五
円
」
を
「
二
千
百
三
十
円
」
に
、
「
九
百
十
四
円
」
を
「
千
百
円
」

に
、
「
七
百
七
十
円
」
を
「
九
百
六
円
」
に
、
「
八
百
七
円
」
を
「
九
百
三
十
六
円
」
に
、
「
千
三
十

九
円
」
を
「
千
百
九
十
円
」
に
、
「
六
百
二
十
五
円
」
を
「
六
百
七
十
九
円
」
に
、
「
二
千
六
百
九
十

六
円
」
を
「
三
千
二
百
二
十
七
円
」
に
、
「
七
百
十
九
円
」
を
「
七
百
九
十
三
円
」
に
、
「
七
百
七

円
」
を
「
七
百
六
十
二
円
」
に
、
「
六
百
七
十
円
」
を
「
七
百
五
十
七
円
」
に
、
「

七
百
三
十
五

円
」
を
「

八
百
七
十
五
円
」
に
、
「
九
百
五
円
」
を
「
千
二
百
四
十
三
円
」
に
、
「
五
百
四
十

七
円
」
を
「
六
百
三
十
三
円
」
に
、
「
六
百
二
十
一
円
」
を
「
七
百
八
十
五
円
」
に
、
「
八
百
四
十
一

円
」
を
「
千
百
四
十
一
円
」
に
、
「
六
百
五
十
円
」
を
「
七
百
六
十
二
円
」
に
、
「
五
百
四
十
四
円
」

を
「
六
百
十
六
円
」
に
、
「
六
百
十
五
円
」
を
「
六
百
八
十
三
円
」
に
、
「
六
百
三
十
八
円
」
を
「
七

百
三
十
一
円
」
に
、
「
四
百
三
十
二
円
」
を
「
四
百
五
十
八
円
」
に
、
「
七
百
六
十
円
」
を
「
八
百
一

円
」
に
、
「
六
百
二
十
円
」
を
「
七
百
八
十
六
円
」
に
、
「
三
百
八
十
一
円
」
を
「
四
百
六
十
一
円
」

に
、
「

四
百
八
十
五
円

三
百
六
円
」
を
「

五
百
六
十
六
円

三
百
二
十
円
」
に
、
「
四
百
五
十
六
円
」
を
「
五
百
円
」

に
、
「
四
百
四
十
八
円
」
を
「
五
百
七
十
一
円
」
に
、

「

五
百
十
三
円

百
七
十
二
円

百
六
十
二
円

八
十
一
円
」

を
「

六
百
三
十

百
七
十

百
六
十

八
十

四
円

七
円

四
円

二
円
」

に
、
「
千
十
一
円
」
を
「
千
百
六
十
九
円
」
に
、
「
六
百
十
六
円
」
を
「
七
百
十
九
円
」
に
、

「
四
百
四
十
四
円
」
を
「
四
百
八
十
六
円
」
に
、
「
四
百
七
円
」
を
「
四
百
四
十
八
円
」
に
、
「
六
百

三
十
六
円
」
を
「
七
百
円
」
に
、
「
四
百
五
円
」
を
「
四
百
三
十
三
円
」
に
、
「
四
百
二
十
二
円
」
を

「
四
百
五
十
三
円
」
に
、
「
四
百
四
十
三
円
」
を
「
四
百
六
十
七
円
」
に
、
「

百
五
円
」
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を
「

百
四
円
」
に
、
「
二
百
六
十
二
円
」
を
「
二
百
七
十
円
」
に
、
「
四
百
三
十
九

円
」
を
「
四
百
七
十
二
円
」
に
、

「

百
六
十
八
円

二
百
六
十
円

三
百
六
円
」

を
「

百
六
十
七
円

二
百
六
十
五
円

三
百
十
八
円
」

に
、
「
百

六
十
九
円
」
を
「
百
七
十
三
円
」
に
、
「
七
百
円
」
を
「
七
百
七
十
六
円
」
に
、
「
四
百
七
十
五
円
」

を
「
五
百
三
十
円
」
に
、
「

五
百
十
三
円

二
百
五
円
」
を
「

五
百
五
十
八
円

二
百
三
円
」
に
、
「
三
百
八
円
」

を
「
三
百
十
二
円
」
に
、
「
二
百
七
十
六
円
」
を
「
二
百
八
十
八
円
」
に
、
「
二
百
二
十
八
円
」
を

「
二
百
二
十
五
円
」
に
、
「

百
七
十
五
円
」
を
「

百
七
十
七
円
」
に
改
め
、
同
表
二

の
部
㈠
の
項
中
「
二
百
六
十
八
万
二
千
六
百
円
」
を
「
二
百
九
十
五
万
七
千
五
百
円
」
に
、
「
六
十
一

万
五
千
八
百
円
」
を
「
七
十
万
二
百
円
」
に
、
「
十
八
万
八
千
五
百
円
」
を
「
二
十
一
万
四
千
三
百

円
」
に
、
「
二
十
五
万
一
千
三
百
円
」
を
「
二
十
八
万
五
千
八
百
円
」
に
、
「
十
二
万
五
千
六
百
円
」

を
「
十
四
万
二
千
九
百
円
」
に
、
「
十
七
万
五
千
三
百
円
」
を
「
二
十
万
五
千
円
」
に
、
「
四
万
一
千

六
百
円
」
を
「
四
万
八
千
六
百
円
」
に
、
「
十
四
万
四
千
八
百
円
」
を
「
十
六
万
六
千
九
百
円
」
に
、

「
二
万
七
千
六
百
円
」
を
「
三
万
六
千
四
百
円
」
に
、
「
三
万
一
千
七
百
円
」
を
「
四
万
四
百
円
」
に
、

「
四
十
三
万
九
千
八
百
円
」
を
「
五
十
二
万
九
千
六
百
円
」
に
、
「
七
十
一
万
五
千
六
百
円
」
を
「
八

十
三
万
二
百
円
」
に
、
「
三
十
八
万
七
千
百
円
」
を
「
四
十
七
万
六
百
円
」
に
、
「
二
万
六
千
六
百

円
」
を
「
三
万
三
百
円
」
に
、
「
一
万
八
千
三
百
円
」
を
「
二
万
三
千
三
百
円
」
に
、
「
五
万
六
千

円
」
を
「
五
万
六
千
五
百
円
」
に
、
「
四
万
一
千
七
百
円
」
を
「
四
万
五
千
九
百
円
」
に
、
「
二
十
四

万
一
千
百
円
」
を
「
二
十
八
万
二
千
八
百
円
」
に
、
「
二
十
六
万
九
千
二
百
円
」
を
「
二
十
八
万
九
千

六
百
円
」
に
、
「
十
八
万
一
千
円
」
を
「
十
八
万
六
千
百
円
」
に
、
「
四
万
三
千
九
百
円
」
を
「
四
万

六
千
円
」
に
、
「
十
六
万
九
百
円
」
を
「
十
七
万
四
百
円
」
に
、
「
二
十
万
一
千
円
」
を
「
二
十
一
万

六
千
六
百
円
」
に
、
「
四
十
二
万
八
千
七
百
円
」
を
「
四
十
九
万
四
千
五
百
円
」
に
、
「
三
十
万
八
千

九
百
円
」
を
「
三
十
五
万
六
千
九
百
円
」
に
、
「
二
十
六
万
九
千
六
百
円
」
を
「
三
十
二
万
二
千
七
百

円
」
に
、
「
一
万
八
百
円
」
を
「
一
万
四
千
九
百
円
」
に
、
「
四
万
八
百
円
」
を
「
四
万
四
千
二
百

円
」
に
、
「
十
二
万
一
千
五
百
円
」
を
「
十
二
万
三
千
六
百
円
」
に
、
「
二
万
六
千
三
百
円
」
を
「
二

万
五
千
八
百
円
」
に
、
「
十
五
万
七
千
七
百
円
」
を
「
十
六
万
五
千
百
円
」
に
、
「
百
六
万
五
千
百

円
」
を
「
百
七
万
九
千
五
百
円
」
に
、
「
二
万
六
千
四
百
円
」
を
「
三
万
三
千
六
百
円
」
に
、
「
十
六

万
七
千
三
百
円
」
を
「
十
七
万
四
千
四
百
円
」
に
、
「
六
万
四
千
二
百
円
」
を
「
六
万
五
千
三
百
円
」

に
、
「
十
一
万
八
千
七
百
円
」
を
「
十
三
万
三
千
八
百
円
」
に
、
「
十
五
万
四
千
五
百
円
」
を
「
十
六

万
六
千
二
百
円
」
に
、
「
九
万
八
千
七
百
円
」
を
「
十
万
六
千
百
円
」
に
、
「
六
万
六
百
円
」
を
「
七

万
百
円
」
に
、
「
九
万
二
千
三
百
円
」
を
「
十
万
一
千
四
百
円
」
に
、
「
四
万
二
百
円
」
を
「
四
万
一

千
二
百
円
」
に
、
「
四
万
一
千
四
百
円
」
を
「
四
万
一
千
五
百
円
」
に
、
「
十
三
万
二
千
九
百
円
」
を

「
十
二
万
五
百
円
」
に
、
「
九
万
七
百
円
」
を
「
九
万
円
」
に
、
「
十
五
万
三
千
円
」
を
「
十
五
万
二

千
百
円
」
に
、
「
一
万
一
千
八
百
円
」
を
「
一
万
二
千
七
百
円
」
に
、
「
一
万
二
千
四
百
円
」
を
「
一

万
一
千
八
百
円
」
に
、
「
一
万
八
千
百
円
」
を
「
一
万
八
千
円
」
に
、
「
九
万
七
千
六
百
円
」
を
「
八

万
八
千
六
百
円
」
に
、
「
十
万
九
千
二
百
円
」
を
「
十
万
七
千
三
百
円
」
に
改
め
、
同
部
㈡
の
項
中

「
二
百
六
十
一
万
四
百
円
」
を
「
二
百
九
十
四
万
八
千
六
百
円
」
に
、
「
四
十
九
万
三
千
二
百
円
」
を

「
五
十
五
万
五
千
九
百
円
」
に
、
「
二
十
五
万
八
千
三
百
円
」
を
「
三
十
一
万
七
千
五
百
円
」
に
、

「
百
二
十
七
万
九
千
三
百
円
」
を
「
百
五
十
三
万
八
千
九
百
円
」
に
、
「
百
一
万
九
千
九
百
円
」
を

「
百
二
十
万
五
千
四
百
円
」
に
、
「
百
三
十
八
万
九
千
二
百
円
」
を
「
百
五
十
四
万
七
千
七
百
円
」
に
、

「
八
十
一
万
七
千
七
百
円
」
を
「
九
十
九
万
六
千
三
百
円
」
に
、
「
一
万
六
千
百
円
」
を
「
一
万
六
千

三
百
円
」
に
、
「
二
十
二
万
七
千
円
」
を
「
二
十
五
万
一
千
九
百
円
」
に
、
「
四
十
五
万
二
千
二
百

円
」
を
「
四
十
七
万
一
千
四
百
円
」
に
、
「
六
十
九
万
四
千
八
百
円
」
を
「
八
十
二
万
六
千
二
百
円
」

に
、
「
三
十
五
万
二
千
五
百
円
」
を
「
三
十
五
万
二
千
百
円
」
に
改
め
、
同
部
㈢
の
項
中
「
二
万
二
千

八
百
円
」
を
「
三
万
二
千
五
百
円
」
に
、
「
五
万
八
千
七
百
円
」
を
「
七
万
七
千
四
百
円
」
に
、
「
一

万
四
千
九
百
円
」
を
「
一
万
九
千
円
」
に
、
「
一
万
八
千
七
百
円
」
を
「
二
万
三
千
八
百
円
」
に
、

「
一
万
三
千
八
百
円
」
を
「
一
万
八
千
三
百
円
」
に
、
「
一
万
一
千
四
百
円
」
を
「
一
万
四
千
百
円
」

に
、
「
四
万
四
千
四
百
円
」
を
「
五
万
六
千
七
百
円
」
に
、
「
三
万
一
千
五
百
円
」
を
「
三
万
二
千
九

百
円
」
に
改
め
、
同
部
㈣
の
項
中
「
七
十
万
八
千
円
」
を
「
八
十
八
万
八
千
七
百
円
」
に
、
「
十
六
万
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八
千
四
百
円
」
を
「
十
八
万
五
千
八
百
円
」
に
、
「
二
十
三
万
九
千
二
百
円
」
を
「
二
十
六
万
一
千
二

百
円
」
に
、
「
四
十
七
万
二
百
円
」
を
「
五
十
三
万
七
百
円
」
に
改
め
、
同
部
㈤
の
項
中
「
七
十
一
万

一
千
百
円
」
を
「
七
十
一
万
三
百
円
」
に
改
め
、
同
部
㈥
の
項
中
「
七
百
六
十
六
万
五
千
九
百
円
」
を

「
九
百
三
十
九
万
四
千
八
百
円
」
に
、
「
五
百
八
十
二
万
七
千
四
百
円
」
を
「
七
百
十
三
万
六
千
八
百

円
」
に
、
「
四
百
十
二
万
八
千
九
百
円
」
を
「
五
百
十
三
万
八
千
五
百
円
」
に
、
「
三
百
七
万
三
千
六

百
円
」
を
「
三
百
九
十
四
万
九
千
五
百
円
」
に
、
「
二
百
二
十
八
万
九
千
八
百
円
」
を
「
二
百
九
十
四

万
一
千
百
円
」
に
、
「
三
十
万
八
千
五
百
円
」
を
「
三
十
九
万
七
千
二
百
円
」
に
、
「
三
百
十
六
万
八

千
八
百
円
」
を
「
四
百
六
万
七
千
九
百
円
」
に
、
「
七
十
二
万
一
千
九
百
円
」
を
「
九
十
二
万
七
千

円
」
に
、
「
二
百
二
十
八
万
四
百
円
」
を
「
二
百
七
十
万
九
千
五
百
円
」
に
、
「
九
十
万
二
千
八
百

円
」
を
「
百
六
万
七
百
円
」
に
、
「
七
百
二
十
一
万
四
千
四
百
円
」
を
「
八
百
三
十
六
万
一
千
四
百

円
」
に
、
「
四
百
三
十
三
万
五
百
円
」
を
「
五
百
二
万
六
千
四
百
円
」
に
、
「
百
二
十
三
万
百
円
」
を

「
百
四
十
四
万
六
千
八
百
円
」
に
、
「
六
百
二
十
八
万
三
千
三
百
円
」
を
「
七
百
五
十
一
万
二
千
円
」

に
、
「
四
十
六
万
二
千
六
百
円
」
を
「
五
十
二
万
二
千
円
」
に
、
「
七
十
七
万
八
千
七
百
円
」
を
「
八

十
七
万
六
千
八
百
円
」
に
、
「
八
十
五
万
七
千
六
百
円
」
を
「
百
万
八
千
六
百
円
」
に
、
「
八
十
五
万

二
千
七
百
円
」
を
「
百
十
五
万
五
千
四
百
円
」
に
、
「
七
十
万
二
千
九
百
円
」
を
「
九
十
五
万
二
千
二

百
円
」
に
、
「
百
十
九
万
百
円
」
を
「
百
三
十
九
万
五
千
二
百
円
」
に
、
「
五
十
万
四
千
八
百
円
」
を

「
五
十
八
万
三
千
九
百
円
」
に
、
「
四
十
九
万
三
百
円
」
を
「
五
十
五
万
四
千
三
百
円
」
に
、
「
九
十

四
万
八
千
四
百
円
」
を
「
百
五
万
一
千
八
百
円
」
に
、
「
百
十
万
八
千
二
百
円
」
を
「
百
二
十
三
万
七

百
円
」
に
、
「
四
百
七
十
三
万
六
千
九
百
円
」
を
「
五
百
四
十
二
万
二
千
六
百
円
」
に
、
「
七
十
四
万

六
千
円
」
を
「
七
十
九
万
九
百
円
」
に
、
「
百
八
十
三
万
九
千
百
円
」
を
「
二
百
三
十
三
万
四
百
円
」

に
、
「
百
三
十
三
万
三
千
百
円
」
を
「
百
六
十
万
三
千
二
百
円
」
に
、
「
五
十
四
万
四
千
五
百
円
」
を

「
六
十
五
万
八
千
三
百
円
」
に
、
「
七
十
二
万
八
千
円
」
を
「
八
十
八
万
九
百
円
」
に
、
「
四
十
九
万

四
千
九
百
円
」
を
「
五
十
七
万
六
千
七
百
円
」
に
、
「
二
百
三
十
一
万
六
千
七
百
円
」
を
「
二
百
四
十

二
万
二
千
七
百
円
」
に
、
「
三
十
一
万
二
百
円
」
を
「
三
十
二
万
二
千
五
百
円
」
に
、
「
五
十
万
四
千

五
百
円
」
を
「
五
十
二
万
七
千
六
百
円
」
に
、
「
二
百
七
十
二
万
八
千
四
百
円
」
を
「
二
百
九
十
万
四

千
六
百
円
」
に
、
「
七
十
二
万
六
千
六
百
円
」
を
「
七
十
九
万
四
千
四
百
円
」
に
、
「
三
百
九
十
二
万

六
百
円
」
を
「
四
百
九
十
七
万
一
千
三
百
円
」
に
、
「
二
十
八
万
三
千
五
百
円
」
を
「
三
十
三
万
六
千

七
百
円
」
に
、
「
五
十
一
万
八
千
七
百
円
」
を
「
六
十
三
万
六
千
三
百
円
」
に
、
「
百
六
十
一
万
四
千

三
百
円
」
を
「
百
八
十
六
万
三
千
九
百
円
」
に
、
「
五
百
五
十
四
万
九
百
円
」
を
「
六
百
三
十
三
万
八

千
二
百
円
」
に
、
「
六
十
六
万
三
百
円
」
を
「
七
十
七
万
七
百
円
」
に
、
「
七
十
万
一
千
円
」
を
「
七

十
六
万
二
千
八
百
円
」
に
、
「
百
九
十
七
万
八
千
五
百
円
」
を
「
百
九
十
九
万
七
千
八
百
円
」
に
、

「
二
百
四
十
七
万
九
千
四
百
円
」
を
「
二
百
六
十
五
万
八
百
円
」
に
、
「
百
十
三
万
五
千
六
百
円
」
を

「
百
二
十
一
万
四
千
百
円
」
に
、
「
二
百
六
十
四
万
八
千
円
」
を
「
二
百
八
十
四
万
二
千
五
百
円
」
に
、

「
百
二
十
一
万
八
千
六
百
円
」
を
「
百
二
十
八
万
三
千
八
百
円
」
に
、
「
二
百
六
十
五
万
円
」
を
「
二

百
七
十
九
万
三
千
五
百
円
」
に
、
「
三
百
七
十
七
万
三
千
円
」
を
「
四
百
五
万
三
千
五
百
円
」
に
、

「
九
十
四
万
九
千
九
百
円
」
を
「
百
二
万
一
千
四
百
円
」
に
、
「
百
九
十
五
万
六
千
百
円
」
を
「
二
百

十
万
三
千
二
百
円
」
に
、
「
三
十
万
四
千
五
百
円
」
を
「
三
十
三
万
七
千
九
百
円
」
に
、
「
三
十
三
万

一
千
百
円
」
を
「
三
十
三
万
七
千
六
百
円
」
に
改
め
、
同
部
㈦
の
項
中
「
二
十
七
万
三
千
六
百
円
」
を

「
三
十
二
万
三
千
五
百
円
」
に
改
め
、
同
部
㈧
の
項
中
「
三
万
九
千
三
百
円
」
を
「
四
万
八
千
五
百

円
」
に
、
「
三
千
七
百
円
」
を
「
四
千
二
百
円
」
に
、
「
千
八
百
円
」
を
「
千
六
百
円
」
に
改
め
、
同

部
㈨
の
項
中
「
二
十
一
万
六
千
七
百
円
」
を
「
二
十
六
万
六
千
八
百
円
」
に
、
「
十
五
万
八
千
八
百

円
」
を
「
十
八
万
四
千
百
円
」
に
、
「
七
万
一
千
五
百
円
」
を
「
七
万
八
百
円
」
に
改
め
、
同
部
㈩
の

項
中
「
二
十
五
万
五
千
七
百
円
」
を
「
二
十
八
万
九
千
四
百
円
」
に
、
「
十
四
万
四
千
三
百
円
」
を

「
十
六
万
三
千
円
」
に
、
「
五
万
五
千
四
百
円
」
を
「
六
万
一
千
五
百
円
」
に
、
「
百
九
十
七
万
九
千

三
百
円
」
を
「
二
百
三
十
五
万
一
千
八
百
円
」
に
、
「
二
十
二
万
四
千
三
百
円
」
を
「
二
十
二
万
六
千

六
百
円
」
に
改
め
、
同
部
�
の
項
中
「
二
百
九
十
二
万
三
千
三
百
円
」
を
「
三
百
三
十
万
七
千
七
百

円
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三　

一
の
項
中
「
千
百
四
十
九
円
」
を
「
千
四
百
四
円
」
に
、
「
二
百
九
円
」
を
「
二
百
二

十
七
円
」
に
、
「
八
百
二
十
円
」
を
「
千
三
円
」
に
、
「
百
四
十
九
円
」
を
「
百
六
十
二
円
」

に
、
「
二
百
五
円
」
を
「
二
百
五
十
円
」
に
、
「
三
十
七
円
」
を
「
四
十
円
」
に
、
「
五
百
十
三
円
」

を
「
六
百
二
十
七
円
」
に
、
「
九
十
三
円
」
を
「
百
一
円
」
に
、
「
千
二
十
六
円
」
を
「
千
二
百
五
十

四
円
」
に
、
「
百
八
十
七
円
」
を
「
二
百
三
円
」
に
、
「
百
二
円
」
を
「
百
二
十
五
円
」
に
、

「

十
八
円
」
を
「

二
十
円
」
に
、
「
四
百
十
円
」
を
「
五
百
一
円
」
に
、
「
七
十
四
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円
」
を
「
八
十
一
円
」
に
、
「
六
十
八
円
」
を
「
八
十
三
円
」
に
、
「
十
二
円
」
を
「
十
三
円
」
に
、

「
三
十
四
円
」
を
「
四
十
一
円
」
に
改
め
、
同
表
二
の
項
中
「
八
千
二
百
八
円
」
を
「
一
万
三
十
二

円
」
に
、
「
四
百
円

八
百
円
」
を
「
五
百
円

千
円
」
に
、
「
六
千
四
百
円
」
を
「
七
千
八
百
円
」
に
、
「
一

万
二
千
八
百
円
」
を
「
一
万
五
千
六
百
円
」
に
、
「
一
万
九
千
二
百
円
」
を
「
二
万
三
千
五
百
円
」
に

改
め
る
。附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
霊
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
五
十
六
号

東
京
都
霊
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
霊
園
条
例
施
行
規
則
（
平
成
五
年
東
京
都
規
則
第
九
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
午
後
四
時
三
十
分
」
を
「
午
後
五
時
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
中

「

青
山
霊
園

第
一
区

八
十
九
万
五
千
円

第
二
区

八
十
八
万
七
千
円

第
三
区

六
十
九
万
九
千
円

第
四
区

六
十
四
万
三
千
円

立
体
埋
蔵
施

設

第
五
区

一
箇
所
に
つ

き
（
三
体
ま

で
）

五
十
万
九
千
円

第
一
区

三
十
四
万
四
千
円

第
二
区

三
十
四
万
八
千
円 　

を

谷
中
霊
園

第
三
区

三
十
五
万
九
千
円

第
四
区

四
十
二
万
円

第
五
区

五
十
一
万
六
千
円

染
井
霊
園

第
一
区

五
十
九
万
七
千
円

」

「
立
体
埋
蔵
施

設

青
山
霊
園

第
一
区

一
箇
所
に
つ

き
（
三
体
ま

で
）

八
十
九
万
五
千
円

第
二
区

八
十
八
万
七
千
円

第
三
区

六
十
九
万
九
千
円

第
四
区

六
十
四
万
三
千
円

第
五
区

五
十
万
九
千
円

第
一
区

三
十
四
万
四
千
円

第
二
区

三
十
四
万
八
千
円

谷
中
霊
園

第
三
区

三
十
五
万
九
千
円

第
四
区

四
十
二
万
円

第
五
区

五
十
一
万
六
千
円

染
井
霊
園

第
一
区

五
十
九
万
七
千
円

第
二
区

百
五
十
五
万
二
千
円

第
三
区

百
五
十
五
万
二
千
円
」

に
、

「
樹
林
型
合
葬

埋
蔵
施
設

多
磨
霊
園

一
号
基
（
遺
骨
）

一
体
に
つ
き

八
万
三
千
円

一
号
基
（
粉
状
遺
骨
）

二
万
七
千
円

二
号
基
（
遺
骨
）

八
万
一
千
円

二
号
基
（
粉
状
遺
骨
）

二
万
七
千
円

三
号
基
（
遺
骨
）

九
万
一
千
円

三
号
基
（
粉
状
遺
骨
）

三
万
円

小
平
霊
園

遺
骨

十
二
万
六
千
円

粉
状
遺
骨

四
万
二
千
円
」

を
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「

樹
林
型
合
葬

埋
蔵
施
設

雑
司
ケ
谷

霊
園

遺
骨

一
体
に
つ
き

十
万
六
千
円

粉
状
遺
骨

三
万
五
千
円

多
磨
霊
園

一
号
基
（
遺
骨
）

八
万
三
千
円

一
号
基
（
粉
状
遺
骨
）

二
万
七
千
円

二
号
基
（
遺
骨
）

八
万
一
千
円

二
号
基
（
粉
状
遺
骨
）

二
万
七
千
円

三
号
基
（
遺
骨
）

九
万
一
千
円

三
号
基
（
粉
状
遺
骨
）

三
万
円

小
平
霊
園

遺
骨

十
二
万
六
千
円

粉
状
遺
骨

四
万
二
千
円
」

に

改
め
る
。附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
立
公
園
に
お
け
る
移
動
等
円
滑
化
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
五
十
七
号

東
京
都
立
公
園
に
お
け
る
移
動
等
円
滑
化
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

東
京
都
立
公
園
に
お
け
る
移
動
等
円
滑
化
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
四
年
東
京

都
規
則
第
百
七
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
第
二
号
ト
中
「
第
二
十
一
条
第
二
項
第
一
号
」
を
「
第
二
十
二
条
第
二
項
第
一
号
」

に
、
「
も
の
、
」
を
「
も
の
」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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